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移動支援・地域活動支援の請求について

１ 提出物

（１）請求書（請求日は 1 日～15 日のうち、原則送付日を記入）

（２）明細書

（３）実績記録票の写し(※1) 

（４）利用者負担額管理表の写し 【負担上限月額が 0 円の場合は不要】

（５）契約内容報告書(※2)    【新規契約時・契約変更時・契約終了時に提出】

（６）口座振替申込書       初回請求時及び口座等に変更があった場合に

（７）委任状           提出が必要。

（８）（1）～（3）及び（5）のデータを入れた CD-R (ラベルに事業所番号・事業所名・提

供年月を記入) 

※CD-R の返却はできませんのでご了承ください。

（1）～（7）については、ウェルネットなごやに様式を掲載しています。

名古屋市の事業者システムで（1）～（3）、（5）及び（8）を作成することができます。

事業者システムはウェルネットなごやよりダウンロードできます。

※1 実績記録票は、次のいずれかの写しを提出。

ア) 事業者システムで印字したものにサービス提供者名・利用者確認があるもの

(利用者負担額を見え消し修正する) 

イ) 事業者システムで印字したもの、及び手書きのものにサービス提供者名・利用

者確認があるもののセット (印字したものは利用者負担額の見え消し修正は

不要) 

ウ) 手書きのものにサービス提供者名・利用者確認があるもののみ (事業者シス

テムを利用していない事業所の場合) 

 ※2 契約内容報告書は、受給者証の事業者記入欄に記入の上作成してください。

欄番号に注意してください。

提出書類の並べ方

 以下のように並べます。 ※クリップやホチキス等は使用しないでください。

   ①     ①請求書

②     

         ②明細書（受給者番号順）
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          ③実績記録票の写し（受給者番号順）

   ③      (1)※1 イ)の場合は、印字・手書きの写しの順の

          セットを受給者番号順に

【以下の書類は該当する場合のみご提出ください】

④   ④利用者負担額管理票の写し（受給者番号順）

    ⑤     ⑤契約内容報告書（受給者番号順）

２ 請求書類提出先

 名古屋市役所 健康福祉局障害福祉部障害者支援課認定支払係

  ＜郵送の場合の送付先住所＞

 〒460-8508 

 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号

３ 受付期間

  毎月 1 日～15 日 （郵送の場合は、15 日消印有効）

 ※初回来庁の際、15 日が土日祝日の場合は、直前の開庁日が提出期限となりますので

ご注意ください。

※締切直前は混雑するため、期間に余裕を持ってご提出いただきますようご協力をお

願いします。

４ 受付時間 （初回来庁時）

9 時 30 分～16 時 15 分

 ※ただし、11 時 45 分～13 時を除く

５ 連絡先

 健康福祉局障害福祉部障害者支援課認定支払係

TEL：052-972-2602 




















